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(57)【要約】
【課題】バッテリ光源と操作部との相対位置の変化する
回動操作範囲内に、機能を所定の状態に切り換える他の
スイッチ位置を設け、そのスイッチ位置でバッテリ光源
と操作部との相対位置が安定的に保持される内視鏡用バ
ッテリ光源を提供することを目的にしている。
【解決手段】内視鏡用バッテリ光源は、照明ランプを点
灯させる電力を供給するバッテリを内蔵した光源本体
と、この光源本体と内視鏡操作部との相対位置が変化す
る変化範囲に設けた複数のスイッチ位置と、光源本体の
内視鏡操作部に対する相対位置を所定状態に保持し、そ
の保持状態で照明ランプを所定状態に切り換え動作させ
る少なくとも１つのスイッチ位置に設けたクリック機構
部とを具備し、内視鏡操作部との相対位置を変化させ
て、照明ランプの状態を切り換えられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡操作部との相対位置を変化させ
て、照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換える内
視鏡用バッテリ光源であって、
前記照明ランプを点灯させる電力を供給するバッテリを
内蔵した光源本体と、
この光源本体と前記内視鏡操作部との相対位置が変化す
る変化範囲に設けた複数のスイッチ位置と、
前記光源本体の前記内視鏡操作部に対する相対位置を所
定状態に保持し、その保持状態で前記照明ランプを所定
状態に切り換え動作させる少なくとも１つのスイッチ位
置に設けたクリック機構部と、
を具備することを特徴とする内視鏡用バッテリ光源。
【請求項２】  内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ光源と
の相対位置を変化させて、照明ランプを点灯状態又は消
灯状態に切り換える内視鏡装置において、
内視鏡は検査部位を照明する照明光を導光するライトガ
イドと、操作部と、前記操作部に配置した照明光入射端
面とを有し、前記内視鏡用バッテリ光源は内視鏡操作部
の照明光入射端面近傍に接続され、
前記内視鏡用バッテリ光源は、
前記照明光入射端面に対向して配置されて前記照明光を
発光する照明ランプと、
前記照明ランプを点灯させる電力を供給するバッテリ
と、
前記バッテリを収容する光源本体と、
前記内視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位置を所
定の範囲だけ移動させることによって前記照明ランプを
点灯状態又は消灯状態に切り換えるスイッチ位置と、
前記内視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位置を前
記所定の範囲だけ移動したスイッチ位置に設けられて、
前記光源本体をクリック固定するクリック機構部と、
を具備することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】  内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ光源と
の相対位置を変化させて、照明ランプを点灯状態又は消
灯状態に切り換える内視鏡装置において、
内視鏡は検査部位を照明する照明光を導光するライトガ
イドと、操作部と、前記操作部に配置した照明光入射端
面とを有し、前記内視鏡用バッテリ光源は前記内視鏡操
作部の前記照明光入射端面近傍に着脱可能に接続され、
前記内視鏡用バッテリ光源は、
前記照明光入射端面に対向して配置されて照明光を発光
する照明ランプと、
前記照明ランプを収容するランプ収容ユニットと、
前記照明ランプを点灯させる電力を供給するバッテリ
と、
前記ランプ収容ユニットの長手軸を中心軸にして、この
ランプ収容ユニットに対して回動可能に構成された前記
バッテリを収容する光源本体と、
前記光源本体が回動する範囲に少なくとも３つ設けら
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れ、前記照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換え
るスイッチ位置と、
前記光源本体を前記ランプ収容ユニットにクリック固定
する、回動範囲内の所定回動位置のスイッチ位置に設け
たクリック機構部と、
を具備することを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡に着脱自在
に装着され、内視鏡操作部との相対位置を変化させ照明
ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換える内視鏡用バ
ッテリ光源及びこの内視鏡用バッテリ光源を備える内視
鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡は医療分野及び工業用分野で広く
用いられている。内視鏡を使用して診断あるいは検査を
行う場合、検査部位が生体内、プラント等の内部である
ため照明する手段が必要である。したがって、一般的な
内視鏡では、内視鏡の外部装置として光源装置を用意し
ている。
【０００３】光源装置内にはランプが内蔵され、このラ
ンプからの出射光を前記内視鏡に設けたライトガイドフ
ァイバー等に導光する。すると、このライトガイドファ
イバーに導光された照明光が挿入部先端側の照明窓から
出射されて検査部位を照らす。この光源装置では、商用
電源から供給される電源を利用して光源装置内のランプ
を発光させるものであった。
【０００４】これに対し、特開平１１－１５３７５９号
公報には、電源に乾電池を用いたバッテリ光源を内視鏡
操作部に着脱自在に取り付けられるようにした内視鏡装
置が示されている。バッテリ光源を取り付けられる内視
鏡は、持ち運びが容易であり、電源のない所での使用が
可能になるので緊急時の使用等に最適である。
【０００５】前記バッテリ光源に設けられているランプ
の点灯及び消灯は、バッテリ光源を内視鏡操作部に取り
付けた後、前記バッテリ光源と前記内視鏡の操作部との
相対的な位置を変えることにより行う。このことによ
り、外観を一見して、ランプがＯＮ状態であるか否かを
識別できる。そして、前記スイッチ位置を、ＯＮ状態、
ＯＦＦ状態の２箇所とし、それぞれのスイッチ位置を、
相対位置が変化する回動操作範囲の一方側端及び他方側
端の規制位置にしていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記特
開平１１－１５３７５９号公報の内視鏡装置では、前記
スイッチ位置を、回動操作時の規制によってのみ行って
いた。このため、ランプのＯＮ状態位置とＯＦＦ状態位
置とが一義的である。したがって、使用者の内視鏡操作
部の把持の仕方等によっては、ランプ点灯中のバッテリ
光源の位置が、把持或いは操作の妨げになるおそれがあ
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る。
【０００７】また、バッテリ光源の機能向上のため、前
記ＯＮ状態位置とＯＦＦ状態位置とのほかに、例えば前
記ＯＮ状態よりも光量を抑えてバッテリの持続時間を長
くする等、特定の機能に応じた第３のスイッチとなるス
イッチ位置を回動操作範囲内に設けようとした場合、そ
の特定の機能状態を保持する操作が非常に困難になる。
これは、回動操作範囲内に前記バッテリ光源と前記操作
部との相対位置関係を他の状態位置に固定する位置固定
手段を有していないためである。したがって、たとえ第
３のスイッチをこの回動操作範囲内に設けても、不用意
にスイッチ位置が移動する等の不具合が発生して操作性
が悪化するおそれがあった。
【０００８】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、バッテリ光源と操作部との相対位置の変化する回
動操作範囲内に、機能を所定の状態に切り換える他のス
イッチ位置を設け、そのスイッチ位置でバッテリ光源と
操作部との相対位置が安定的に保持される内視鏡用バッ
テリ光源及び内視鏡装置を提供することを目的にしてい
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１に記載
の内視鏡用バッテリ光源は、内視鏡操作部との相対位置
を変化させて、照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切
り換える内視鏡用バッテリ光源であって、前記照明ラン
プを点灯させる電力を供給するバッテリを内蔵した光源
本体と、この光源本体と前記内視鏡操作部との相対位置
が変化する変化範囲に設けた複数のスイッチ位置と、前
記光源本体の前記内視鏡操作部に対する相対位置を所定
状態に保持し、その保持状態で前記照明ランプを所定状
態に切り換え動作させる少なくとも１つのスイッチ位置
に設けたクリック機構部とを具備している。
【００１０】この構成によれば、光源本体と内視鏡操作
部との相対位置が変化する変化範囲に位置するスイッチ
位置に設けたクリック機構部によって、光源本体と内視
鏡操作部との相対位置が変化した保持状態になる。
【００１１】本発明の請求項２に記載の内視鏡装置は、
内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ光源との相対位置を変
化させて、照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換
える内視鏡装置であって、内視鏡は検査部位を照明する
照明光を導光するライトガイドと、操作部と、前記操作
部に配置した照明光入射端面とを有し、前記内視鏡用バ
ッテリ光源は前記内視鏡操作部の照明光入射端面近傍に
接続され、前記内視鏡用バッテリ光源は、前記照明光入
射端面に対向して配置されて前記照明光を発光する照明
ランプと、前記照明ランプを点灯させる電力を供給する
バッテリと、前記バッテリを収容する光源本体と、前記
内視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位置を所定の
範囲だけ移動させることによって前記照明ランプを点灯
状態又は消灯状態に切り換えるスイッチ位置と、前記内

4
視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位置を前記所定
の範囲だけ移動したスイッチ位置に設けられて、前記光
源本体をクリック固定するクリック機構部とを具備して
いる。
【００１２】また、本発明の請求項３に記載の内視鏡装
置は、内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ光源との相対位
置を変化させて、照明ランプを点灯状態又は消灯状態に
切り換える内視鏡装置であって、内視鏡は検査部位を照
明する照明光を導光するライトガイドと、操作部と、前
記操作部に配置した照明光入射端面とを有し、前記内視
鏡用バッテリ光源は前記内視鏡操作部の前記照明光入射
端面近傍に着脱可能に接続され、前記内視鏡用バッテリ
光源は、前記照明光入射端面に対向して配置されて照明
光を発光する照明ランプと、前記照明ランプを収容する
ランプ収容ユニットと、前記照明ランプを点灯させる電
力を供給するバッテリと、前記ランプ収容ユニットの長
手軸を中心軸にして、このランプ収容ユニットに対して
回動可能に構成された前記バッテリを収容する光源本体
と、前記光源本体が回動する範囲に少なくとも３つ設け
られ、前記照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換
えるスイッチ位置と、前記光源本体を前記ランプ収容ユ
ニットにクリック固定する、回動範囲内の所定回動位置
のスイッチ位置に設けたクリック機構部とを具備してい
る。これらの構成によれば、光源本体を所定範囲移動し
たスイッチ位置にクリック固定することにより、光源本
体と内視鏡操作部との相対位置、つまり、内視鏡用バッ
テリ光源と内視鏡操作部との相対位置関係を変化させ
て、照明ランプの状態を変えられる。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図１９は本発明の一実
施形態に係り、図１は本発明の内視鏡装置の構成を説明
する図、図２は操作部及び内視鏡用バッテリ光源の接続
部の外観を説明する図、図３は内視鏡用バッテリ光源の
全体構成を示す図、図４は内視鏡用バッテリ光源のラン
プ室を主とする長手方向断面図、図５は操作部と内視鏡
用バッテリ光源との相対位置の違いによる内視鏡用バッ
テリ光源のスイッチ操作を説明する図、図６は電池蓋及
びバックル固定部の断面図、図７は電池蓋に設けられる
接点部材の分解図、図８は電池蓋に当接するバッテリの
両極の範囲を示す図、図９は図８のＦ－Ｆ線断面図、図
１０はスイッチ接点部の形状、位置関係を説明する図、
図１１はオフ状態のスイッチ位置を説明する図、図１２
はオン状態の一スイッチ位置を説明する図、図１３はオ
ン状態の他のスイッチ位置を説明する図、図１４は内視
鏡用バッテリ光源の電源回路を説明する図、図１５はク
リック機構を構成する部品の分解図、図１６は基板収納
室を隔てる隔壁部材を説明する図、図１７は内視鏡の把
持方法の１例を示す図、図１８は内視鏡の把持方法の他
の例を示す図、図１９は内視鏡装置を患者に使用すると



(4) 特開２００２－３４５７４８

10

20

30

40

50

5
きの向きを示す図である。
【００１４】なお、図１１（ａ）は図４のＢ－Ｂ線断面
図でありスイッチＯＦＦ状態における位置関係を説明す
る図、図１１（ｂ）は図４のＣ－Ｃ線断面図でありスイ
ッチＯＦＦ状態における位置関係を説明する図、図１２
（ａ）は図４のＢ－Ｂ線断面図でありスイッチＯＮ状態
における一つの位置関係を説明する図、図１２（ｂ）は
図４のＣ－Ｃ線断面図でありスイッチＯＮ状態における
一つの位置関係を説明する図、図１３（ａ）は図４のＢ
－Ｂ線断面図でありスイッチＯＮ状態における他の位置
関係を説明する図、図１３（ｂ）は図４のＣ－Ｃ線断面
図でありスイッチＯＮ状態における他の位置関係を説明
する図、図１９（ａ）は横になっている患者に内視鏡を
使用する状態を説明する図、図１９（ｂ）は対面した患
者に内視鏡を使用する状態を説明する図、図１９（ｃ）
は内視鏡の把持方法の１例を示す図である。
【００１５】図１に示すように本実施形態の内視鏡装置
１は、水密構造の内視鏡２と、この内視鏡２に着脱自在
に接続されるライトガイドケーブル３と、この内視鏡２
に着脱自在に接続される水密構造の内視鏡用バッテリ光
源（以下、バッテリ式光源とも記載する）４とで構成さ
れている。
【００１６】前記内視鏡２は、細長の挿入部５と、この
挿入部５の基端部に設けた操作部６と、この操作部６の
後端部に設けた接眼部７とで構成されている。前記挿入
部５は、先端側から順に硬質の先端部８と、湾曲自在な
湾曲部９と、柔軟性を有する可撓管部１０とを連設して
いる。
【００１７】前記操作部６の側面には熱伝導性の良好な
部材で形成したライトガイド口金１１が設けてある。こ
のライトガイド口金１１は側方に突出している。このラ
イトガイド口金１１には前記ライトガイドケーブル３の
接続部３ａ又は、前記バッテリ式光源４の接続部１２が
着脱自在に接続される。
【００１８】前記操作部６には術者が把持する把持部１
３が設けてある。この把持部１３の後方側には前記ライ
トガイド口金１１、前記湾曲部９の湾曲操作を行う湾曲
操作レバー１４及び吸引操作を行う吸引ボタン１５が設
けてある。この吸引ボタン１５の基端付近からは、前記
内視鏡２に設けた吸引チャンネル（不図示）に連通する
吸引口金１６が突出している。この吸引口金１６には図
示しないチューブを介して吸引装置（図示せず）に接続
されている。したがって、前記吸引ボタン１５を適宜操
作することによって、吸引チャンネル、吸引口金１６を
介して体腔内の液体などの吸引排出を行える。
【００１９】前記把持部１３の前方側には鉗子挿入口１
７が突設している。この鉗子挿入口１７は、通常、鉗子
栓１８で閉塞される。また、鉗子挿入口１７の反対側に
は、例えば通気口金１９が設けてある。この通気口金１
９から内視鏡２の内部に空気を送り込むことによって、
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内視鏡２の水漏れ検査を行える。
【００２０】前記挿入部５内には照明光を伝送する図示
しないライトガイドファイバが挿通している。このライ
トガイドファイバの基端部は、前記操作部６内部で屈曲
され、ライトガイド口金１１内にその基端部が固定され
ている。そして、このライトガイドファイバの先端部
は、前記挿入部５の先端部８に設けた照明窓２０に固定
されている。
【００２１】前記ライトガイド口金１１の外周部には接
続用の雄ネジ部１１ａが設けてある。この雄ネジ部１１
ａには、前記ライトガイドケーブル３の接続部３ａ、又
はバッテリ式光源４の接続部１２の外周部にそれぞれ移
動自在に設けられている接続環３ｃ、２４の内周面に形
成されている雌ネジ部が螺合する。前記接続管３ｃ、２
４を前記接続部３ａに螺合固定することによって、内視
鏡２とライトガイドケーブル３又は内視鏡２とバッテリ
式光源４とが一体になる。
【００２２】図２ないし図４に示すように前記バッテリ
式光源４の接続環２４は、ネジ本体２４ａと、ネジカバ
ー２４ｂとで構成されている。前記ネジ本体２４ａには
前記雌ネジ部が形成されている。前記ネジカバー２４ｂ
は、前記ネジ本体２４ａの外周部を被覆し、ゴムなどの
低熱伝達性で弾性を有する素材で形成されている。この
ネジカバー２４ｂの先端側端部は、前記ネジ本体２４ａ
の先端部よりも先端側に延長しており、その内周面には
凸部２４ｃが一体に形成されている。
【００２３】図２に示すように前記内視鏡２と前記バッ
テリ式光源４とを連結するとき、前記ライトガイド口金
１１の接続筒１１ｃに設けられている指標１１ｂと、バ
ッテリ式光源４に設けられている指標４ａとを一致させ
て取り付ける。このことによって、前記バッテリ式光源
４に設けられている位置きめピン２６がライトガイド口
金１１の接続筒１１ｃに設けられているピン受け部１１
ｄに係入する。このことによって、内視鏡２とバッテリ
式光源４とは一定した位置関係で位置決めされる。
【００２４】この状態で接続環２４を所定方向に回転す
る。すると、ネジ本体２４ａの内周面に形成されている
雌ネジ２４ｄとライトガイド口金１１の雄ネジ部１１ａ
とが螺合状態になる。このことによって、内視鏡２とバ
ッテリ式光源４とが一体的に固定される。このとき、接
続環２４の内周側の接続口金２７に設けた水密リング２
８が接続筒１１ｃ内周面に密着する。したがって、連結
部における水密が確保される。
【００２５】また、前述した螺合が完了する際、前記ネ
ジカバー２４ｂの内周面に成形された凸部２４ｃは、操
作部６の側面から凸設した口金台座６ｃの外周面に弾性
力を持って当接する。このことにより、接続環２４とラ
イトガイド口金１１との螺合固定状態が容易に緩まない
構造になっている。
【００２６】なお、前記ネジカバー２４ｂの内周面全面
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7
を口金台座６ｃに当接させるのではなく、部分的に凸部
２４ｃだけを当接させたことによって、強い締め付け力
を加えることなく、確実に螺合を完了させることができ
る。加えて、ネジカバー２４ｂと口金台座６ｃとが擦れ
合ったとき、不快な音の発生が防止される。
【００２７】また、この螺合固定の際、照明ランプ２１
が点灯しないようにバッテリ式光源４をＯＦＦ状態にし
ておく。つまり、図５の一点鎖線に示す位置関係、つま
りバッテリ式光源４の光源本体３０を内視鏡２の長手軸
方向に対して平行な相対位置関係にしておく。
【００２８】そして、このＯＦＦ位置を基準にして、光
源本体３０を正、逆方向にそれぞれ９０°回転させて、
図５の実線又は破線に示す位置に光源本体３０を配置す
ることにより、前記照明ランプ２１が点灯するＯＮ状態
になる。
【００２９】したがって、前記ライトガイド口金１１に
例えばバッテリ式光源４を装着して、図５の実線又は破
線で示す位置に前記光源本体３０を配置することによ
り、このバッテリ式光源４の内部に設けられた照明ラン
プ２１が発光状態になる。
【００３０】前記照明ランプ２１の照明光は、バッテリ
式光源４内の集光レンズ２２で集光されて、ライトガイ
ド口金１１のライトガイドファイバ光入射端面に設けら
れている透明のガラス部材で形成されたライトガイドカ
バー（図示せず）を通ってライトガイドファイバに供給
される。そして、このライトガイドファイバにより先端
部まで伝送されて、前記照明窓２０から前方側に向かっ
て出射されて検査部位を照らす。
【００３１】一方、前記図１に示したライトガイドケー
ブル３の後端部に設けられているライトガイドコネクタ
３ｂは、図示しない既存の光源装置に接続されるように
なっている。したがって、このライトガイドコネクタ３
ｂを光源装置に接続することによって、光源装置の内部
に設けられている照明ランプからの照明光がライトガイ
ドコネクタ３ｂ、ライトガイドケーブル３内の図示しな
いライトガイドファイバ、接続部３ａを介して内視鏡２
のライトガイドファイバに供給される。
【００３２】つまり、この内視鏡２にライトガイドケー
ブル３を接続することにより、通常の内視鏡と同様に光
源装置に接続して内視鏡検査を行える。
【００３３】ここで、バッテリ式光源４の構成を具体的
に説明する。
【００３４】図３に示すようにバッテリ式光源４は、光
源本体３０と、この光源本体３０に対して、例えば蝶番
式で開閉自在に連結された蓋体３１と、前記光源本体３
０に着脱自在に装着可能な照明ランプ２１を保持するラ
ンプ装着部材であるランプホルダ３２とで構成されてい
る。
【００３５】前記蓋体３１を開放状態にすることによっ
て、乾電池３３の交換を行える。また、前記ランプホル
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ダ３２を光源本体３０から取り外すことによって、照明
ランプ２１の交換を行える。なお、本実施形態において
は、バッテリ式光源４の電源として２本の乾電池３３と
して、例えば単３形ニッケル水素充電池を使用する。
【００３６】前記光源本体３０は、絶縁性の樹脂部材で
形成された外装部材３４によって主に構成されている。
この外装部材３４には、前記乾電池３３を収納するバッ
テリ収納部３５と、前記照明ランプ２１を収納するラン
プ室３６とが形成されている。
【００３７】前記バッテリ収納部３５の内部には、使用
する乾電池３３の残量を検出する残量検出回路２５が設
けられている。この残量検出回路２５による検出結果
は、複数のＬＥＤ２９ａ、２９ｂを点灯させて、乾電池
３３の残量として、術者に告知される。
【００３８】図２に示すように前記外装部材３４の前記
ＬＥＤ２９ａ等に対向する位置には、これらＬＥＤの光
を透過する複数の表示窓３７ａ、３７ｂを配置して構成
した残量表示部３８が設けられている。本実施形態にお
いては、前記乾電池３３の容量が十分な状態であると
き、表示窓３７ａに対応する発光色が緑色の２つのＬＥ
Ｄ２９ａが同時に点灯する。
【００３９】前記乾電池３３の容量が低下するにしたが
って、１つずつＬＥＤ２９ａが消灯する構成になってお
り、前記乾電池３３の容量が残り僅かになったときに
は、緑色のＬＥＤ２９ａから、表示窓３７ｂに対応する
発光色が例えば黄色のＬＥＤ２９ｂに切り換わる。そし
て、このＬＥＤ２９ｂが点滅して術者に電池切れ警告を
促すようになっている。
【００４０】なお、視認性の向上を目的にして、前記表
示窓３７ａ近傍にはレベルゲージ４０を設けている。ま
た、ＬＥＤによる表示例は上述した形態に限定されるも
のではなく、発光色の変更や、ＬＥＤの数量の変更等が
可能である。また、ＬＥＤによる表示の他に液晶によっ
て、容量を例えばバーグラフ的に表示するようにしても
よい。
【００４１】さらに、前記バッテリ収納部３５に２本の
乾電池３３を収納し、蓋体３１を閉めたとき、後述する
図１６に示すコイルバネ４４ａ、４４ｂの弾性力によっ
て、乾電池３３が導電板４１に接触するように付勢され
て、直列状態で接続される。したがって、前記２本の乾
電池３３の装填向きは互いに異なっている。
【００４２】図３及び図６に示すように前記蓋体３１に
は固定爪部３１ａが設けてある。これに対して、前記外
装部材３４には前記蓋体３１を閉状態にしたとき前記固
定爪部３１ａに係合するロック爪４２が設けてある。こ
のロック爪４２は、前記外装部材３４に対して回動する
開放レバー４３に回動自在に設けられている。このた
め、このロック爪４２は、開放レバー４３の動作に連動
して固定爪部３１ａに対して固定した状態、又は開放し
た状態になる。つまり、前記蓋体３１は、いわゆるバッ
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クル式のロック機構によって光源本体３０に一体固定さ
れる。
【００４３】前記蓋体３１の内面側にはパッキン４６が
設けられている。この蓋体３１を閉状態にしたとき、前
記パッキン４６がバッテリ収納部３５の開口部の水密面
３５ａに密着する。このことによって、バッテリ収納部
３５内は水密に保持される。
【００４４】なお、前記水密面３５ａは、前記蓋体３１
が閉じられる方向に対して傾斜している。つまり、開口
側から奥方向に向かって内寸が徐々に小さくなる傾斜面
である。このことにより、例えば開放レバー４３が閉状
態のとき、蓋体３１を開放する方向に付勢力を発生させ
る役割をし、前記バックル式のロック機構が上手く働く
ようにしている。
【００４５】また、前記ロック爪４２及び前記開放レバ
ー４３は閉状態において、前記外装部材３４に一体的に
設けられている堤部３４ａに対し凹凸がないように収納
配置される構成になっている。このことにより、使用
中、或いは洗滌中等に、誤って開放レバー４３が開放操
作されることを防止している。
【００４６】図７に示すように前記蓋体３１には導電板
４１と導電パネル４７とがビス７０によって固定されて
いる。前記導電板４１は電気的接続手段を構成する導電
性が良好で剛性を有する板材で形成されている。前記導
電パネル４７は、前記導電板４１の下側に重ねるように
配置される。この導電パネル４７は、導電性が良好でば
ね弾性を有する板材で形成されており、前記乾電池３３
の電極部に当接する後述する腕部が形成されている。な
お、蓋体３１自体は非導電部材で形成されている。
【００４７】図３及び図７、図８に示すように前記導電
板４１の一端側部は段付形状である。この導電板４１の
端面側には前記乾電池３３の陽極が対向する領域５３に
重ならないように半弧状部４１ｃが形成されている。こ
の半弧状部４１ｃ近傍の所定位置には、前記導電パネル
４７に形成された細い帯状の弾性接点部となる第１弾性
腕部４７ａが配置される切り欠き部４１ａが形成してあ
る。この切り欠き部４１ａは、乾電池３３の陰極が対向
する領域５４に重なって位置している。
【００４８】前記導電板４１のビス穴７０ａを挟んだ他
方側部には、前記導電パネル４７に形成された細い帯状
の弾性接点部となる第２弾性腕部４７ｂが配置される、
略長方形の開口部４１ｂが形成してある。
【００４９】前記導電パネル４７と前記導電板４１とを
重ね合わせた状態にして蓋体３１にビス７０で一体固定
することにより、前記導電板４１の切り欠き部４１ａ及
び開口部４１ｂにそれぞれ前記導電パネル４７の第１弾
性腕部４７ａ及び第２弾性腕部４７ｂが配置される。
【００５０】このとき、前記第１弾性腕部４７ａは、乾
電池３３の陽極が対向する領域５３に重ならない。すな
わち、乾電池３３の陰極のみが対向する領域５４に位置
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している。そして、図９に示すように前記弾性腕部４７
ａ、４７ｂの乾電池３３と接触する接点部がそれぞれ導
電板４１の上面より突出した位置になる。
【００５１】なお、図７に示した前記蓋体３１の乾電池
３３に対向する内面側には、前記導電板４１、導電パネ
ル４７を位置決め配置するための凹部３１ｂが形成され
ている。
【００５２】また、前記弾性腕部４７ａ、４７ｂが乾電
池３３と当接して押圧されたとき、弾性変形するよう
に、前記弾性腕部４７ａ、４７ｂのそれぞれの変形方向
には逃げ部４９ａ、４９ｂが設けてある。
【００５３】さらに、前記開口部４１ｂが配置される側
の内面には、前記乾電池３３の陽極は接触することなく
通過するが、陰極は当接して通過することのできない略
Ｃ字状の凸部３１ｃが形成されている。このことによ
り、前記図９に示すように前記導電板４１の上面から凸
部３１ｃの上面までの高さが乾電池３３の陽極の突出高
さより低く、かつ導電パネル４７の第２弾性腕部４７ｂ
の突出部が凸部３１ｃの上面よりも低い位置になるよう
に設定される。
【００５４】又、前記パッキン４６は、前記凹部３１ｂ
の外周側に形成された略長円形状の段部に配置される。
【００５５】また、図４に示すように、前記良導電性素
材で形成されたコイルバネ４４ａ、４４ｂは、前記バッ
テリ収納部３５の底部に配置されて電源回路４５に接続
されており、直列に繋がれた乾電池３３の電力が前記電
源回路４５に供給される。この電源回路４５には前記乾
電池３３の電圧を、照明ランプ２１の定格電圧に変換す
る図１４に示す変圧回路３９が搭載されている。
【００５６】図４及び図１０に示すように前記電源回路
４５とランプ室３６との間には弾性力を有する導電接点
板４０ａ、４０ｂ、４０ｃが配置されている。前記導電
接点板４０ａの端部は、後述するスイッチ操作により、
弾性範囲内で絶縁ブロック５２に乗り降りする構成であ
る。図１１（ｂ）に示すように絶縁ブロック５２に乗り
上げた状態では、導電接点板４０ｂと導電接点板４０ａ
とが切り離されて、スイッチＯＦＦ状態になる。
【００５７】そして、図１２（ｂ）及び図１３（ｂ）に
示すように絶縁ブロック５２から降りた状態では、導電
接点板４０ｂと導電接点板４０ａとが押圧接触して、ス
イッチＯＮ状態になる。
【００５８】前記導電接点板４０ａと絶縁ブロック５２
との摺動部は、前記導電接点板４０ａのエッジ部分によ
ってこの絶縁ブロック５２を削られないよう導電接点板
４０ａの端部を幅広に形成してある。また、前記導電接
点板４０ａの端部のエッジ部分に対して中央寄りに絶縁
ブロック５２の摺動凸部５２ａが当接するようにしてい
る。このことにより、削りカス発生による接点の接触不
良を防止している。そして、この導電接点板４０ａの幅
広部は、前記導電接点板４０ｂとの接触部分でもある。
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【００５９】前記導電接点板４０ｂは、後述するスイッ
チ操作にかかわらず、良導電素材からなるランプ収納筒
５０に常に押圧接触している。そして、その端部である
ランプ収納筒５０及び導電接点板４０ａとの接触部を幅
広に形成して、スイッチ操作してＯＦＦ状態のとき、そ
の一部が絶縁ブロック５２の下に潜り込んで、ランプ収
納筒５０との間に設けた隙間に収まる構成になってい
る。
【００６０】前記導電接点板４０ｃは、幅広の端部を屈
曲させて形成した屈曲部４０ｄをランプ室３６の内部に
突出するように配置している。この屈曲部４０ｄは、図
４に示すように、ランプホルダ３２をランプ室３６に装
着したとき、ランプホルダ３２に設けたランプ接点バネ
５５のリング形状部５５ａに押圧接触する。
【００６１】図１４に示すように本実施形態における乾
電池３３は、ニッケル水素充電池で、単電池あたり１．
２Ｖの起電力を有する。このため、直列に繋がれること
で２．４Ｖの電源電圧になる。そして、この乾電池３３
の陽極側は変圧回路３９に接続され、陰極側は前記導電
接点板４０ａに接続されている。
【００６２】一方、前記導電接点板４０ａが接触する導
電接点板４０ｂは、前記変圧回路３９に接続され、導電
接点板４０ａと導電接点板４０ｂとが接触した状態で変
圧回路３９への電源供給回路が構成される。また、前記
導電接点板４０ｂ、４０ｃは、定格電圧４．８ｖの照明
ランプ２１の電極にそれぞれ電気的に接続されている。
前記導電接点板４０ｂ、４０ｃは、前記変圧回路３９の
出力ラインである。
【００６３】このことによって、前記導電接点板４０ａ
がスイッチ操作されることにより、変圧回路３９が起動
し、４．８Ｖに昇圧した電力が照明ランプ２１へ供給さ
れる回路構成になる。
【００６４】なお、前記導電接点板４０ｂは、乾電池３
３、変圧回路３９のループ及び変圧回路３９、照明ラン
プ２１のループに対する共通のグランドになっている。
【００６５】また、前記電源回路４５には図示しないシ
ョート保護回路が搭載されており、電源である乾電池３
３の電流が最大に流れた時の電圧降下を検知して、照明
ランプ２１への電源供給を停止させるようになってい
る。これは、バッテリ式光源４のスイッチがＯＮ位置に
ある場合でも回路上で照明ランプ２１への電源供給を停
止させる。
【００６６】さらに、図示しないが、電源回路４５と残
量検出回路２５とはＬ字型に接合され、残量検出回路２
５の起電力は前記電源回路４５より供給されるようにな
っている。
【００６７】前記図３に示すように前記ランプホルダ３
２は、ホルダ本体５１と、水密リング５６と、ランプ接
点バネ５５とで構成されている。前記ホルダ本体５１
は、絶縁性の例えば樹脂素材で太径部と細径部とを設け
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て形成されている。水密リング５６は、前記ホルダ本体
５１の太径部外周に配置されている。前記ランプ接点バ
ネ５５は、前記ホルダ本体５１の細径部に嵌合配置され
るリング形状部５５ａ及びこのリング形状部５５ａから
前記照明ランプ２１の基端側電極にバネ弾性力を持って
当接する腕部５５ｂを備えている。
【００６８】前記ホルダ本体５１の細径部の根元側外周
には前記外装部材３４に螺合する雄ネジ部５１ａが形成
されている。この雄ネジ部５１ａのネジ形状は、ネジ山
が台形な、所謂台形ネジとして形成されている。このた
め、外装部材３４に強くねじ込んでいった場合でも螺合
状態が強く食い付いた状態になることを防止、ランプホ
ルダ３２の着脱を常にスムーズに行える。
【００６９】前記ホルダ本体５１の細径部先端部には、
管状部分に複数のスリットを設けて形成したランプ固定
爪部５１ｂが設けられている。このランプ固定爪部５１
ｂの端部の内周面には、前記照明ランプ２１の取付け部
の外周面にリング状に突出したランプ凸部２１ａを係止
するランプ係止部５１ｃ（図４参照）が形成されてい
る。
【００７０】前記ランプ固定爪部５１ｂの内周側の径寸
法は、これに係合する照明ランプ２１の基端部の取付け
部外径寸法より僅かに大きく設定され、かつランプ係止
部５１ｃは図３に示す照明ランプ２１のランプ凸部２１
ａと段付き部２１ｂとの間に位置する状態になる。
【００７１】このため、照明ランプ２１をランプホルダ
３２に装着したとき、照明ランプ２１はこの照明ランプ
２１の光軸方向周りに自由に回転可能で、かつランプ光
軸方向に対しても移動可能になっている。
【００７２】前記ランプ係止部５１ｃより後方位置に腕
部５５ｂが配置され、その前方側にバネ付勢されるよう
になっているため、ランプ凸部２１ａがランプ係止部５
１ｃを乗り越えて保持された状態では、この腕部５５ｂ
の付勢力によってランプ係止部５１ｃにランプ凸部２１
ａが当接するように保持される。なお、このとき、前記
外装部材３４にランプホルダ３２を取り付けていない状
態とする。
【００７３】一方、この腕部５５ｂの付勢力に抗する力
が加わった場合には、ランプ凸部２１ａをランプ固定爪
部５１ｂの深部側に移動させることができるようになっ
ている。
【００７４】前記ランプ凸部２１ａの外径寸法は、ラン
プ係止部５１ｃの内周面の径寸法より僅かに大きく、こ
れを押し広げるようにして押し込むことができる。そし
て、このときにクリック感を生じさせることによって、
作業者はランプ装着作業が確実に行われたことを認識で
きる。
【００７５】なお、前記照明ランプ２１を保持したラン
プホルダ３２を外装部材３４に螺合し、照明ランプ２１
がランプ収納筒５０内部のランプ当接部５０ａに当接
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し、かつランプホルダ３２の螺合が完了した装着状態の
とき、前記照明ランプ２１のランプホルダ３２に対する
光軸方向の移動範囲内であるランプ凸部２１ａと段付き
部２１ｂとの間に、ランプ係止部５１ｃが収まるように
各々の寸法を設定している。
【００７６】また、前記ランプ係止部５１ｃによる照明
ランプ２１のランプ凸部２１ａの係合は、ランプ接点バ
ネ５５のバネ力より強い力で係合するようになってい
る。
【００７７】さらに、前記ランプ接点バネ５５の腕部５
５ｂは、前記ランプ固定爪部５１ｂのスリットを通って
ホルダ本体５１の略中央まで延出している。前記照明ラ
ンプ２１をランプホルダ３２に装着したとき、前記腕部
５５ｂが前記照明ランプ２１底部にある一方の電極に弾
性力を持って当接する。
【００７８】又、ホルダ本体５１の基端には図４に示す
ようにマイナスドライバーの先端部やコイン等が配置さ
れる溝部５１ｄが形成されている。この溝部５１ｄにコ
イン等を係入させてホルダ本体５１を回転させることに
よって、着脱操作を行えるようになっている。
【００７９】また、ランプホルダ３２を外装部材３４に
螺合装着したとき、前記水密リング５６によって、バッ
テリ式光源４内部の水密が保持される。
【００８０】また、前記照明ランプ２１は、電極の一方
をなす金属製の筒体２１ｃの外周部に、そのランプ前端
側付近を露出させるようにして非導電性で熱を伝えにく
い樹脂チューブ５７を被覆している。
【００８１】図４は、照明ランプ２１を装着したランプ
ホルダ３２を、バッテリ式光源４に装着した状態でのラ
ンプ室３６の断面図である。この図４が示している状態
は、照明ランプ２１が点灯した状態である。そして、本
実施形態においてはＯＮ状態スイッチ位置は２箇所であ
り、この図４のＣ－Ｃ断面である図１２（ｂ）の状態及
び図１３（ｂ）の状態がそれである。なお、このときの
全体構成を示す図は図５の実線及び破線の位置関係であ
る。
【００８２】このＯＮ状態から以下に説明するランプ収
納筒５０に対して、外装部材３４をそれぞれ正・逆方向
に９０°回転させて、図１１（ｂ）に示す状態にするこ
とにより、照明ランプ２１が消灯するＯＦＦ状態スイッ
チ位置になる。
【００８３】前記ランプ室３６の内部には導電性の良好
な素材で形成した略円筒形状のランプ収納筒５０が配置
されている。このランプ収納筒５０の基端部は、フラン
ジ形状をしており、弾性を有し摺動抵抗を増加させるリ
ング４８を挟んで外装部材３４に回動自在に配置されて
いる。
【００８４】前記導電接点板４０ａを弾性変形させる絶
縁ブロック５２がランプ収納筒５０の所定の位置に固定
されている。この固定位置は、後述する照明ランプ２１
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のＯＮ状態、ＯＦＦ状態になるスイッチ位置に対応して
いる。
【００８５】前記ランプ収納筒５０の略中央部内孔は、
照明ランプ２１の筒体２１ｃ外周が略ぴったりと嵌挿さ
れる寸法に形成されている。このランプ収納筒５０の端
部側内周の所定位置には、照明ランプ２１の筒体２１ｃ
の前端周縁部が当接して位置決め部となるランプ当接部
５０ａが形成されている。なお、前記筒体２１ｃは、前
記照明ランプ２１の底部側に設けられた一方の電極に対
応する他方の電極になっている。
【００８６】図１５に示すように前記外装部材３４のラ
ンプホルダ装着口３４ｂに嵌入されるランプ収納筒５０
の一端部の外周に対して、このランプホルダ装着口３４
ｂとは反対側の開口部から、クリック機構部を構成する
ための円盤状のクリック板５８、スプリング５９、接続
口金２７の順で挿嵌されている。
【００８７】前記接続口金２７には位置決めピン２６
が、この接続口金２７の内周面より突出するようにネジ
固定されいる（図４参照）。したがって、前記位置決め
ピン２６の突出部２６ａを、前記ランプ収納筒５０の端
部に設けた切り欠き部５０ｂに係入させて接続口金２７
をランプ収納筒５０にスライド嵌入させる。
【００８８】また、前記クリック板５８には略コの字形
のスリット５８ａが形成されている。このスリット５８
ａに、前記接続口金２７の基端部側から、その円筒部分
の一部を延出させた回転規制部２７ａを通過させる。
【００８９】さらに、内視鏡２のライトガイド口金１１
が挿入される円筒中空の底部には集光レンズ２２が水密
的に接着固定されたレンズ保持筒６０がランプ収納筒５
０に螺合することによって、前記接続口金２７をランプ
収納筒５０に一体的に固定される。
【００９０】又、前記ランプホルダ装着口３４ｂに、前
記ホルダ本体５１の雄ネジ部５１ａが螺合する非導電性
の雌ネジブロック６６を嵌合固定している。また、外装
部材３４に嵌入した接続口金２７の基端部側に水密リン
グ６１を設けて水密構造にしている。さらに、レンズ保
持筒６０の先端側外周に水密リング６２を介挿して水密
を確保する構成になっている。
【００９１】この状態で、前記クリック板５８は、前記
スプリング５９のバネ弾性力により、外装部材３４の内
周段付き部３４ｃに設けられた２箇所の突起部３４ｄに
常に付勢される。（図１５及び図１１（ａ）参照）
前記クリック板５８は、前記スプリング５９の付勢力に
抗する方向に対して移動できるようになっている。ま
た、このクリック板５８には前記突起部３４ｄと同じ角
度位置に溝部５８ｂが形成されている。スイッチ操作に
よって、前記突起部３４ｄが溝部５８ｂに落ち込むこと
によって、クリック感が生じるようになっている。（図
１１（ａ）参照）
前記段付き部３４ｃは、前記接続口金２７の嵌入する内
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径深さを所定の角度範囲で異ならせたもので、図１１
（ａ）に示すようにその内周方向に突き出した段部の両
側面は、前記回転規制部２７ａが当接する回転止め３４
ｅになっている。
【００９２】以上の構造によって、ランプ収納筒５０を
軸として外装部材３４が所定の角度範囲内で回動し、か
つその角度範囲内でクリック感を持って所定の相対位置
に保持するクリック固定位置を設けている。
【００９３】本実施形態においては、このクリック固定
位置をＯＦＦ状態スイッチ位置とし、この位置を中心に
正・逆方向にそれぞれ９０°の範囲で回動して、規制位
置であるＯＮ状態スイッチ位置に移動する構成になって
いる。そして、この回動角度を適宜変更することは可能
である。
【００９４】なお、前記ランプ室３６周辺の外装部材３
４の外周面には、大気との接触面積を増やすための凹凸
部６７が形成してある。この凹凸部６７によって、照明
ランプ２１から発する熱は、効率的に外部に放出させる
ようになっている。
【００９５】図６及び図１６に示すように前記残量検出
回路２５及び電源回路４５を備えた基板が配置される基
板収納室６４と、前記乾電池３３とが収納される電池室
６３のスペースは、非導電部材よりなる隔壁部材６５に
より隔てられている。
【００９６】この隔壁部材６５の辺縁部６５ａは、リブ
状に成形され、外装部材３４と隙間なく組み付くように
構成されている。このことにより、電池室６３から浸入
する異物が基板収納室６４に入ることを防止することが
でき、導電異物が侵入することによる回路ショート等の
不具合を防止することができる。なお、この隔壁部材６
５は、前記残量検出回路２５を保持、固定する機能を有
している。
【００９７】ここで、本実施形態のバッテリ式光源４の
作用を説明する。まず、図３に示すように光源本体３０
の蓋体３１を開放し、バッテリ収納部３５に２本の乾電
池３３を互いの極性を逆にして収納し、前記蓋体３１を
閉じる。その後、開放レバー４３を動かしながらロック
爪４２を前記蓋体３１の固定爪部３１ａに係合し、前記
開放レバー４３を外装部材３４の側面側に倒し、ロック
爪４２で蓋体３１を光源本体３０側に引き寄せるように
固定する。
【００９８】このことにより、蓋体３１に設けたパッキ
ン４６がバッテリ収納部３５の開口部に密着して水密状
態になる。また、蓋体３１に設けた導電板４１及び導電
パネル４７は、前記乾電池３３の対向する電極に接触し
て、２本の乾電池３３が直列状態につながる。このと
き、前記乾電池３３の両極は、バッテリ収納部３５内部
のコイルバネ４４ａ、４４ｂと蓋体３１の弾性腕部４７
ａ，４７ｂの付勢力で挟み付けられた状態になる。
【００９９】次に、照明ランプ２１の基端側をランプホ
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ルダ３２のランプ固定爪部５１ｂに差し込む。このと
き、照明ランプ２１の凸部２１ａが前記ランプ固定爪部
５１ｂの内周面にあるランプ係止部５１ｃを押圧しなが
ら嵌入し、凸部２１ａが前記ランプ係止部５１ｃを乗り
越える。このことにより、クリック感を持って固定状態
になる。
【０１００】また、このとき、ランプ接点バネ５５の腕
部５５ｂは、照明ランプ２１の基端部電極に弾性的に当
接する。なお、この状態で、照明ランプ２１は、ランプ
ホルダ３２に対し光軸周りに回転か可能であり、かつラ
ンプ接点バネ５５の弾性力に抗する光軸方向に移動可能
である。
【０１０１】次いで、前記ランプホルダ３２の溝部５１
ｄにコイン等を配置して回転させ、ランプホルダ３２の
雄ネジ部５１ａを外装部材３４の雌ネジ部に螺合する。
このことによって、光源本体３０のランプ室３６に照明
ランプ２１が装填される。
【０１０２】このとき、前記ランプホルダ３２の外装部
材３４への螺合が完了する前に、照明ランプ２１の他方
の電極である先端側周縁部をランプ収納筒５０に設けた
位置決め用のランプ当接部５０ａに当接させて位置決め
する。すなわち、ランプ凸部２１ａがランプ係止部５１
ｃに当接した状態で、ランプホルダ３２を外装部材３４
へ螺合する。
【０１０３】このことにより、螺合の初期の段階で照明
ランプ２１がランプ当接部５０ａに当接し、その後、照
明ランプ２１の基端電極部が、ランプ固定爪部５１ｂの
深部に移動して、腕部５５ｂを弾性変形させ、螺合を完
了すると図４に示す装着状態になる。
【０１０４】なお、前記ランプ当接部５０ａは、照明ラ
ンプ２１からの出射光を、最も効率よく内視鏡のライト
ガイドファイバ入射端に集光する位置に照明ランプ２１
を位置決めする機能を有している。
【０１０５】また、このとき、ホルダ本体５１は、外装
部材３４に一体的に固定され、変圧回路３９の出力につ
ながる導電接点板４０ｃが図４に示すようにランプ接点
バネ５５のリング形状部５５ａに弾性的に接触する。
【０１０６】さらに、前記照明ランプ２１装填状態のラ
ンプ室３６内部は、水密リング５６によって水密状態に
なる。
【０１０７】続いて、内視鏡２のライトガイド口金１１
に前記バッテリ式光源４の接続部１２を接続する。これ
により、前記接続部１２と一体化したランプ収納筒５０
までが前記ライトガイド口金１１に対して一体的に固定
される。
【０１０８】図５の一点鎖線に示す位置においては、ラ
ンプ点灯スイッチがＯＦＦ位置である。この状態におい
ては、図１１（ｂ）に示すように導電接点板４０ａが絶
縁ブロック５２に乗り上げて、導電接点板４０ａ、４０
ｂどうしが切り離された状態になって、変圧回路３９は



(10) 特開２００２－３４５７４８

10

20

30

40

50

17
起動しない。つまり、照明ランプ２１は点灯しない。ま
た、このランプ消灯状態では残量検出回路２５への電源
供給も行われないので、残量表示部３８における残量表
示も行われない。
【０１０９】加えて、同じくＯＦＦ状態における接続口
金２７の回転規制部２７ａは、図１１（ａ）に示すよう
に回転止め３４ｅの中間位置にある。このとき、クリッ
ク板５８は、その溝部５８ｂが突起部３４ｄに係合する
位置にある。即ち、クリック機構部によって保持された
状態であり、その保持状態にスイッチＯＦＦの機能を割
り付けている。
【０１１０】次に、光源本体３０を操作部６に対して回
動させて、図５で示す実線位置又は破線位置にする。な
お、残量表示部３８が接眼部７側に向く回転方向を正方
向とする。このとき、ランプ収納筒５０を軸にして回動
する外装部材３４の回動範囲は、図１２（ａ）に示すよ
うに回転規制部２７ａに当接する回転止め３４ｅにより
決められる。本実施形態においてはＯＦＦ位置から略９
０°の回動角に設定してある。
【０１１１】このＯＦＦ位置からの回動操作において
は、前記クリック板５８の溝部５８ｂに位置する突起部
３４ｄを、スプリング５９の弾性力に抗して溝部５８ｂ
から乗り上げるように操作しなければならない。そのた
め、ＯＦＦ位置からの最初の動作時には強めの回動力量
が必要になる。しかし、前記突起部３４ｄが溝部５８ｂ
から乗り上がれば、動作初期時よりも軽い安定した一定
力量で回動操作を行える。
【０１１２】また、このクリック固定の際の力量は、ク
リック板５８を押圧するスプリング５９の力量を変更し
たり、溝部５８ｂと突起部３４ｄとの係合形状を変更す
ることによって適宜調節可能である。
【０１１３】さらに、クリック板５８と摺動する突起部
３４ｄが摩耗しないように、このクリック板５８の表面
に滑り性を向上させるコーティングを施すようにしても
よい。
【０１１４】図１２（ｂ）に示すように正方向のＯＮ状
態においては、前記導電接点板４０ａは絶縁ブロック５
２から降りた状態になって、前記導電接点板４０ｂに接
する。この状態では、乾電池３３からの電力が変圧回路
３９に供給されて、照明ランプ２１の定格電圧に昇圧さ
れた電力が供給される。すなわち、変圧回路３９、導電
接点板４０ｃ、ランプ接点バネ５５、照明ランプ２１、
ランプ収納筒５０、導電接点板４０ｂ、変圧回路３９か
らなる閉回路が構成されて前記照明ランプ２１が点灯す
る。
【０１１５】また、前記照明ランプ２１の点灯と同時
に、残量検出回路２５が起動して乾電池３３の出力電圧
値などをモニタリングし、その電圧値から電池残量を換
算して随時、残量表示部３８に表示する。
【０１１６】前記照明ランプ２１から出射された照明光
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は、集光レンズ２２により集光され、内視鏡２のライト
ガイド口金１１に配置されたライトガイドファイバに効
率よく入射される。そして、このライトガイドファイバ
に入射した照明光は、その先端側に伝送され、照明窓２
０から前方側に出射されて、挿入部５が挿入された体腔
内の患部等の被写体を照明する。
【０１１７】一方、この照明光で照明された被写体の光
学像は、対物レンズ２３によりイメージガイドファイバ
の先端面に結像して、その基端側に伝送され、接眼部７
を覗くことにより観察されて、患部等の内視鏡診断など
を行うことができる。
【０１１８】このとき、前記照明ランプ２１が点灯中に
発生する熱は、ランプ収納筒５０に伝わり、さらに接続
部１２から内視鏡２のライトガイド口金１１へ伝わる。
そして、ライトガイド口金１１から操作部６内部の金属
部品へ熱が拡散していく。
【０１１９】なお、集光効率をさらに向上させるため、
前記照明ランプ２１のガラス球自体に、レンズ状の厚さ
を持たせ、照明ランプ２１から出射される光をよりスポ
ット光線に近いものにしてもよい。
【０１２０】このように、本実施形態においては発熱源
である照明ランプ２１を導電金属部材であるランプ収納
筒５０に収納したことによって、照明ランプ２１で発生
する余分な熱を積極的にランプ収納筒５０を介して内視
鏡本体内部に拡散することができる。
【０１２１】また、ランプ収納筒５０と外装部材３４と
の間に空気の層を設けて、熱が直接外装部材３４に伝わ
らない構成になっている。さらに、たとえ長時間の使用
によって、ランプ室３６周辺の外装部材３４に熱が伝導
されることがあっても、凹凸部６７から効率良く大気中
に熱が放出される。
【０１２２】また、照明ランプ２１を装着するランプホ
ルダ３２は、ホルダ本体５１を熱を伝えにくい樹脂部材
により形成しているので、溝部５１ｄが面している外観
表面が高温になることはない。このことによって、術者
の手に触れるランプ室３６周辺の外装部材３４表面が、
使用を妨げるほどの高温状態になることが防止される。
【０１２３】このように、内部に熱がこもることがない
ので、内部に配置される電気回路等に熱による悪影響が
及ぶことを防止することができる。
【０１２４】また、接続環２４のネジカバー２４ｂを熱
伝導率の低いゴム素材で形成しているので、術者の手に
熱が伝わることを防止することができる。
【０１２５】観察終了後、光源本体３０をＯＦＦ位置に
回動させると、クリック機構によってＯＦＦ位置に位置
決め固定されるとともに、導電接点板４０ａが絶縁ブロ
ック５２に乗り上げて照明ランプ２１及び残量表示部３
８が同時に消灯状態になる。
【０１２６】なお、前述したＯＮ／ＯＦＦ回動操作時、
前記ランプホルダ３２は外装部材３４と一体的に回動す
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るが、照明ランプ２１は前記ランプホルダ３２との係合
よりランプ収納筒５０との摺動抵抗が大きいため回動し
ない。
【０１２７】また、このとき、照明ランプ２１からラン
プホルダ３２に伝わる回転力が微小である。このため、
ＯＮ操作、ＯＦＦ操作を繰り返し行っても、ランプホル
ダ３２の外装部材３４に対する螺合状態に緩みが生じる
ことはない。
【０１２８】さらに、ライトガイド口金１１と接続口金
２７とを固定している接続環２４は、ネジカバー２４ｂ
を弾性的に操作部６の口金台座６ｃに密着させた状態で
雄ネジ部１１ａに螺合している。このため、上述したＯ
Ｎ／ＯＦＦ操作を繰り返し行っても、この螺合状態に緩
みが生じることはない。
【０１２９】一方、光源本体３０を内視鏡２に対して例
えば上述とは逆方向に回動させて、図５の破線に示す位
置に配置して、第２のランプＯＮ状態に設定することも
できる。
【０１３０】このとき、ランプ収納筒５０を軸にして回
動する外装部材３４の回動範囲は、回転規制部２７ａと
これに当接する回転止め３４ｅにより決められており、
ＯＦＦスイッチ位置から略９０°の回転角に設定してあ
る。
【０１３１】したがって、内視鏡２の操作部６に対する
光源本体３０の回動角度は、ＯＦＦスイッチ位置を中心
にした場合、正、逆方向にそれぞれ９０°、すなわち、
合計１８０°が全回動角度になっている。
【０１３２】また、逆方向に回動させたときの導電接点
板４０ａ、４０ｂの接触状態は、前記図１３（ｂ）に示
す通りである。この逆方向のスイッチ操作機構について
は、前述した正方向のスイッチ操作機構と回転方向が異
なるだけで、同じ構成であるため説明は省略する。
【０１３３】なお、前述した全回動角度及びクリック固
定されるＯＦＦスイッチ位置は、段付き部３４ｃにより
形成される角度及びクリック板５８の溝部５８ｂの位置
を変えることによって、適宜調節可能である。
【０１３４】また、前記段付き部３４ｃ及び溝部５８ｂ
の数や配置位置を変更することによって、全回動角度範
囲内に複数のクリック固定位置を設定することもでき
る。そして、このクリック固定位置に所定の機能を果た
す複数のスイッチ機能を割り付けるようにしてもよい。
【０１３５】上述したように２箇所のＯＮスイッチ位置
及びＯＦＦスイッチ位置を備えたバッテリ式光源４は、
図１７及び図１８に示すような２通りの把持、操作方法
が可能である。
【０１３６】図１９（ａ）に示すように横になっている
患者に使用する場合、図１９（ｃ）に示すように操作部
６を手のひらで握り、親指で湾曲操作レバー１４を操作
することが一般的に行われていた。このため、図１７に
示すように正方向に光源本体３０を回動させ、図５の実

20
線に示す状態にして照明ランプ２１をＯＮ状態にする。
このことにより、挿入部５を水平面より下方に向けた状
態で操作、観察する場合にもっとも自然な状態で把持す
ることができる。
【０１３７】これに対して、図１９（ｂ）に示すように
対面した患者に使用する場合、挿入部５を略水平状態に
して操作、観察しなければならない。このとき、前記図
１９（ｃ）に示した把持方法では、挿入部５を水平方向
にした状態で湾曲操作レバー１４を親指で操作する動作
が非常に不自然で行い難い。
【０１３８】このときには前記光源本体３０を逆方向に
回動させて、図５の破線に示す位置に移動させてＯＮ状
態にするとともに、前記湾曲操作レバー１４が上方にな
るように操作部６を反転させ、この状態で内視鏡２を図
１８に示すように把持する。すなわち、手のひらでバッ
テリ式光源４を包み込むように把持して、人差し指で湾
曲操作レバー１４を操作する。この把持方法では光源本
体３０を手のひらでしっかりと把持して、人差し指の自
然な動作で湾曲操作レバー１４を操作することができる
ので、操作性が非常に向上する。
【０１３９】なお、前記ＯＦＦスイッチ位置は、バッテ
リ光源４を内視鏡２に取り付けた状態で保管場所に収納
し易いように、光源本体３０が操作部６に対して平行状
態になる位置としている。
【０１４０】このように、内視鏡の操作部に対する内視
鏡用バッテリ光源の配置位置を、規制位置の他に全回動
範囲の中途部に設け、それぞれの配置位置に所望のスイ
ッチ機能を割り付け、各スイッチ位置で位置決め、保持
される構成にしたことによって、内視鏡の操作性及び使
い勝手を大幅に向上させることができる。
【０１４１】このことにより、内視鏡の操作部に接続さ
れた内視鏡用バッテリ光源の相対位置を変えてスイッチ
操作を行うようにした内視鏡装置では、相対位置変化範
囲内に複数のスイッチ位置を割り付けられ、かつそのス
イッチ位置でクリック機構が働くようにしたことによ
り、複数のスイッチの切り換えを迅速かつ確実容易に行
える。加えて、内視鏡の操作部に対する内視鏡用バッテ
リ光源の相対位置を使用状況を考慮して、最適な位置に
所望の機能のスイッチ位置を選択的に配置して、さらに
操作性及び使い勝手を大幅に向上させた内視鏡装置とな
る。
【０１４２】特に、本実施形態においては、内視鏡２の
挿入部５を下方に向けて把持し、親指で湾曲操作レバー
１４を操作する把持方法と、内視鏡２の挿入部５を水平
方向に向けて把持した状態で、人差し指で湾曲操作レバ
ー１４を操作する把持方法の２通りに適したポジション
にスイッチＯＮ位置を割り付けたので、術者は、状況に
応じて相対位置を変化させることにより、最適な使い勝
手を得られる。
【０１４３】また、内視鏡用バッテリ光源が接眼部と平
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行になる位置をスイッチＯＦＦ位置に設定するととも
に、このスイッチ位置でもクリック機構が働くようにし
たので、使用後、内視鏡の操作部内視鏡用バッテリ光源
を接続した状態での収納や保管を容易に行うことができ
る。
【０１４４】さらに、電池室に乾電池を収納して蓋体で
密閉した状態では、電池室の内部にあるコイルバネと蓋
体に設けた導電パネルの両接点部材とによって乾電池の
両極が弾性的に挟んだ状態で保持して電気的な導通状態
を図っているので、バッテリ光源に外部から強い衝撃が
加わって内部の乾電池が慣性によって動くような場合で
も、弾性力によって乾電池との電気的接触状態を確実に
保持することができる。
【０１４５】このことによって、たとえ照明ランプ２１
点灯時に、光源本体３０に外部からの衝撃が加わって電
池室６３内部の乾電池３３が動くような場合でも、電池
３３の電極と電池接点間との接触不良が発生することが
ないので、瞬間的な接触不良による電源の電圧降下を保
護回路がショートと誤認識して、照明ランプをＯＦＦ状
態にする保護回路の誤動作が防止される。
【０１４６】なお、本実施形態では、コイルバネ４４と
導電パネル４７の２つのバネである弾性腕部によって保
護回路の誤動作防止を行っているが、図２に示すように
ランプ室３６の上部に衝撃吸収部材６８を設けること
で、外部衝撃が加わってもコイルバネ４４を押しつぶす
方向の慣性力の発生を和らげることができる。このた
め、前記導電パネル４７は不要になる。
【０１４７】又、蓋体に設けた導電板と、導電パネル及
び蓋体の凸部との組合せにより、乾電池の装填方向を誤
った場合に電気的な接続が行われない構成であるので、
乾電池の装填方向を誤って、回路に逆電流が流れること
を確実に防止して、乾電池の誤装填による故障を防止す
ることができる。
【０１４８】また、内視鏡用バッテリ光源を内視鏡の操
作部に接続、固定する接続環のネジ本体を金属部材と
し、その外周をゴム素材のネジカバーで覆うとともに、
その端部の突出した部分を、螺合に伴い内視鏡の操作部
に弾性的に当てつける構成したことによって、使用中、
接続環が緩むことを確実に防止することができる。
【０１４９】このことによって、接続状態が不確実にな
ることによって、照明ランプ２１からライトガイド入射
部への集光効率が低下することがなくなり、観察光が暗
くなることが防止される。加えて、照明ランプ２１の熱
による接続環２４外表面の温度上昇が防止される。
【０１５０】なお、本発明は、以上述べた実施形態のみ
に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。
【０１５１】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
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【０１５２】（１）内視鏡操作部との相対位置を変化さ
せて、照明ランプを点灯状態又は消灯状態に切り換える
内視鏡用バッテリ光源において、前記照明ランプを点灯
させる電力を供給するバッテリを内蔵した光源本体と、
この光源本体と前記内視鏡操作部との相対位置が変化す
る変化範囲に設けた複数のスイッチ位置と、前記光源本
体の前記内視鏡操作部に対する相対位置を所定状態に保
持し、その保持状態で前記照明ランプを所定状態に切り
換え動作させる少なくとも１つのスイッチ位置に設けた
クリック機構部と、を具備する内視鏡用バッテリ光源。
【０１５３】（２）前記光源本体を前記内視鏡操作部に
対して回動させて相対位置の変化を行う付記１に記載の
内視鏡用バッテリ光源。
【０１５４】（３）前記クリック機構部に保持された光
源本体と内視鏡操作部との相対位置関係は、前記内視鏡
操作部の長手軸の方向と前記光源本体の長手軸の方向と
が略平行な位置関係である付記１に記載の内視鏡用バッ
テリ光源。
【０１５５】（４）前記クリック機構部に保持された前
記光源本体の長手軸方向と前記内視鏡操作部の長手軸方
向とが略平行になるときのスイッチ位置は、前記照明ラ
ンプを消灯状態にする付記３に記載の内視鏡用バッテリ
光源。
【０１５６】（５）前記内視鏡操作部の長手軸方向と前
記光源本体の長手軸方向とが略直交する相反する対称な
位置を、前記照明ランプを点灯状態にするスイッチ位置
にした付記３に記載の内視鏡用バッテリ光源。
【０１５７】（６） 内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ
光源との相対位置を変化させて、照明ランプを点灯状態
又は消灯状態に切り換える内視鏡装置において、内視鏡
は検査部位を照明する照明光を導光するライトガイド
と、操作部と、前記操作部に配置した照明光入射端面と
を有し、前記バッテリ光源が内視鏡操作部の照明光入射
端面近傍に接続されるとき、前記バッテリ式光源は、前
記照明光入射端面に対向して配置されて前記照明光を発
光する照明ランプと、前記照明ランプを点灯させる電力
を供給するバッテリと、前記バッテリを収容する光源本
体と、前記内視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位
置を所定の範囲だけ移動させることによって前記照明ラ
ンプを点灯状態又は消灯状態に切り換えるスイッチ位置
と、前記内視鏡操作部に対する前記光源本体の相対位置
を前記所定の範囲だけ移動したスイッチ位置に設けられ
て、前記光源本体をクリック固定するクリック機構部
と、を具備する内視鏡装置。
【０１５８】（７）前記内視鏡用バッテリ光源は、前記
内視鏡操作部に対して着脱可能である付記６に記載の内
視鏡装置。
【０１５９】（８）前記光源本体は、前記内視鏡操作部
の長手軸に直交する直線を中心軸にし、この操作部の長
手軸に対して所定の角度の範囲で回動し、前記光源本体
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の長手軸を前記操作部の長手軸に対して相対的に所定角
度回動させた位置を前記スイッチ位置とし、このスイッ
チ位置に前記光源本体を配置させると、前記照明ランプ
は点灯状態又は消灯状態になる付記６に記載の内視鏡装
置。
【０１６０】（９）前記クリック機構部に前記光源本体
をクリック固定したとき、前記操作部の長手軸と前記光
源本体の長手軸とが略平行な位置関係になる付記６に記
載の内視鏡装置。
【０１６１】（１０）前記クリック機構部にクリック固
定された前記光源本体の長手軸と前記内視鏡操作部の長
手軸とが略平行な位置関係のとき、前記照明ランプが消
灯状態になるスイッチ位置である付記９に記載の内視鏡
装置。
【０１６２】（１１）前記光源本体の長手軸が前記操作
部の長手軸に対して互いに対称になる位置は、前記照明
ランプを点灯状態にするスイッチ位置である付記９に記
載の内視鏡装置。
【０１６３】（１２）内視鏡操作部と内視鏡用バッテリ
光源との相対位置を変化させて、照明ランプを点灯状態
又は消灯状態に切り換える内視鏡装置において、内視鏡
は検査部位を照明する照明光を導光するライトガイド
と、操作部と、前記操作部に配置した照明光入射端面と
を有し、前記バッテリ式光源は前記内視鏡操作部の前記
照明光入射端面近傍に着脱可能に接続されるとき、前記
バッテリ式光源は、前記照明光入射端面に対向して配置
されて照明光を発光する照明ランプと、前記照明ランプ
を収容するランプ収容ユニットと、前記照明ランプを点
灯させる電力を供給するバッテリと、前記ランプ収容ユ
ニットの長手軸を中心軸にして、このランプ収容ユニッ
トに対して回動可能に構成された前記バッテリを収容す
る光源本体と、前記光源本体が回動する範囲に少なくと
も３つ設けられ、前記照明ランプを点灯状態又は消灯状
態に切り換えるスイッチ位置と、前記光源本体を前記ラ
ンプ収容ユニットにクリック固定する、回動範囲内の所
定回動位置のスイッチ位置に設けたクリック機構部と、
を具備する内視鏡装置。
【０１６４】（１３）前記クリック機構部によって前記
光源本体をクリック固定したとき、前記内視鏡操作部の
長手軸と前記光源本体の長手軸とが略平行になる付記１
２に記載の内視鏡装置。
【０１６５】（１４）少なくとも２つのスイッチ位置は
前記回動範囲端部であり、これらのスイッチ位置は前記
クリック機構部を設けたスイッチ位置に配置された前記
光源本体の長手軸に対して、互いに対象な位置である付
記１３に記載の内視鏡装置。
【０１６６】（１５）前記回動範囲端部に設けた２つの
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スイッチ位置は、前記照明ランプを点灯状態にする付記
１４に記載の内視鏡装置。
【０１６７】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、バ
ッテリ光源と操作部との相対位置が変化する回動操作範
囲内に、機能を所定の状態に切り換える他のスイッチ位
置を設け、そのスイッチ位置でバッテリ光源と操作部と
の相対位置が安定的に保持される内視鏡用バッテリ光源
及び内視鏡装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図１９は本発明の一実施形態に係
り、図１は本発明の内視鏡装置の構成を説明する図
【図２】操作部及び内視鏡用バッテリ光源の接続部の外
観を説明する図
【図３】内視鏡用バッテリ光源の全体構成を示す図
【図４】内視鏡用バッテリ光源のランプ室を主とする長
手方向断面図
【図５】操作部と内視鏡用バッテリ光源との相対位置の
違いによる内視鏡用バッテリ光源のスイッチ操作を説明
する図
【図６】電池蓋及びバックル固定部の断面図
【図７】電池蓋に設けられる接点部材の分解図
【図８】電池蓋に当接するバッテリの両極の範囲を示す
図
【図９】図８のＦ－Ｆ線断面図
【図１０】スイッチ接点部の形状、位置関係を説明する
図
【図１１】オフ状態のスイッチ位置を説明する図
【図１２】オン状態の第１スイッチ位置を説明する図
【図１３】オン状態の第２スイッチ位置を説明する図
【図１４】内視鏡用バッテリ光源の電源回路を説明する
図
【図１５】クリック機構を構成する部品の分解図
【図１６】基板収納室を隔てる隔壁部材を説明する図
【図１７】内視鏡の把持方法の１例を示す図
【図１８】内視鏡の把持方法の他の例を示す図
【図１９】内視鏡装置を患者に使用するときの向きを示
す図
【符号の説明】
３４ｃ…段付き部
３４ｄ…突起部
３４ｅ…回転止め
４０ａ，４０ｂ…導電接点板
５０…ランプ収納筒
５２…絶縁ブロック
５８…クリック板
５８ｂ…溝部
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